
深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付要綱  

 

令和５年３月３０日福祉健康部長決裁  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、かくたん吸引等を必要とする障害児者が地域

で安心して生活できる体制を整備するため、予算の範囲内におい

て深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

２  前項の補助金の交付に関し、この要綱に定めのない事項につい

ては、深谷市補助金等の交付に関する規則（平成１８年深谷市規

則第５９号）の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

 （１）  医療的ケア児者  別表の各項目に規定するいずれかの状

態が６か月以上継続する障害児者をいう。  

（２）  障害児通所支援事業所  児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援事業

所及び同条第４項に規定する放課後等デイサービスとする。た

だし、地方公共団体により設置運営されているものを除く。  

（３）  生活介護事業所  障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第７項に規定する生活介護事業所とする。ただし、障害者入所

支援施設併設型、国及び地方公共団体により設置運営されてい

るものを除く。  

 （補助対象者）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」

という。）は市内の在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる県内

所在の障害児通所支援事業所又は生活介護事業所を運営する者と

する。  



２  前項の規定にかかわらず、市税に滞納がある者は補助対象者と

しない。  

 （補助対象経費等）  

第４条  補助対象経費は、補助対象者が在宅の医療的ケア児者を新

たに受け入れるための改修及び専用ベッド等の備品（医療機器、

介護機器）の購入に要した費用（送料を除く。以下「補助対象経

費」という。）とする。  

２  申請年度を問わず１事業所につき、新たに受け入れた医療的ケ

ア児者（利用決定が見込まれる者も含む）２人までの補助対象経

費を上限とする。  

３  補助基準額は、補助対象年度に補助対象者が新たに受け入れた

在宅の医療的ケア児者（利用決定が見込まれる者を含む。） 1 人

当たり２００，０００円を上限とする。  

４  補助金の交付額は、補助基準額と補助対象経費を比較して、い

ずれか少ない額とする。  

５  前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。  

６  第１項の規定にかかわらず、別に定める補助制度により当該事

業の経費の一部を負担し、又は補助していている事業に係る費用

は交付の対象とならない。  

 （補助金の交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付申請書（様

式第１号）を市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付決定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに

その内容を審査し、実施の適否を決定し、その旨を深谷市医療的

ケア児者受入設備整備事業補助金交付・不交付決定通知書（様式

第２号）により申請者に通知するものとする。  

 （実績報告）  



第７条  補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、補助対象事業が終了した後速やかに、深谷市医療的ケア児者

受入設備整備事業補助金実績報告書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。  

２  補助対象事業完了後、交付決定者が消費税及び地方消費税の申

告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は速やかに、

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。また、間接補助金に係る仕入

控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市長

へ返納しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第８条  市長は、前条の規定による報告があった場合において、当

該実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助

対象事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めたと

きは、交付する補助金の額を確定し、深谷市医療的ケア児者受入

設備整備事業補助金確定通知書（様式第５号）により、交付決定

者に通知するものとする。  

 （補助金の請求）  

第９条  前条の規定により、補助金額の確定を受けた交付決定者が

補助金の請求をするときは、深谷市医療的ケア児者受入設備整備

事業補助金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。  

 （補助金の交付決定の取消し及び返還）  

第１０条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。  

（１）  偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付

を受けたとき。  

（２）  補助金を他の用途に使用したとき。  



（３）  補助金の交付決定の内容に違反したとき。  

（４）  前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当

でないと認めたとき。  

 （状況報告）  

第１１条  交付決定者は、市長の要求があったときは、補助対象事

業の遂行状況について、書面により市長に報告しなければならな

い。  

（書類の整備等）  

第１２条  交付決定者は、当該補助事業に係る収入、支出等につい

ての帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する

年度の翌年度から５年間保管しなければならない。  

（財産の処分の制限）  

第１３条  交付決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用の

増加した財産について、市長の承認を受けないで補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する

額を市に納付した場合又はその他市長が認めた場合は、この限り

でない。  

 （その他）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 （失効）  

２  この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。た

だし、同日までになされた申請に対する補助金の交付等について

はこの要綱の失効後も、なお従前の例による。  

 

   附  則（令和６年４月１日決裁）  



 （施行期日）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年４月１日

以降に改修及び購入に要した費用を対象として適用する。  

２  第４条第２項の医療的ケア児者の人数については、施行日前ま

でに、当該事業所が当補助金の交付を受けている場合、既補助対

象人数を、その上限人数に含めるものとする。  

   附  則（令和７年３月２８日決裁）  

 （施行期日）  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

   附  則（令和７年４月１日決裁）  

 （施行期日）  

 この要綱は、決裁の日から施行し、令和７年４月１日以降に改修  

及び購入に要した費用を対象として適用する。  

 



別表（第２条関係）  

No. 項   目   

１  

１   人工呼吸器（鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、

間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置及び高頻度胸壁振動装置

を含む。）の管理   

２    気管切開の管理   

３    鼻咽頭エアウェイの管理   

４    酸素療法   

５    吸引（口鼻腔又は気管内吸引に限る。）   

６    ネブライザーの管理   

７    経管栄養   

経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸

ろう又は食道ろう   

持続経管注入ポンプ使用   

８    中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養、肺高血圧症治療

薬、麻薬等）   

９   
 皮下注射（インスリン、麻薬等の注射含む。）   

 持続皮下注射ポンプの使用   

１０    血糖測定（持続血糖測定器による血糖測定を含む。）   

１１    継続的な透析（血液透析、腹膜透析等）   

１２   導尿   

間けつ的導尿   

持続的導尿（尿道留置カテーテル、膀胱ろう、腎

ろう又は尿路ストーマ）  

  

１３   

   

排便管理   

消化管ストーマの使用   

摘便又は洗腸   



かん腸※  

１４    けいれん時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経

刺激装置の作動等の処置  

※  市販のディスポーザブルグリセリンかん腸器（挿入部の長さが

おおむね５センチメートル以上６センチメートル以下のもので

あって、グリセリンの濃度が５０％程度であり、かつ、容量が、

成人を対象とする場合にあってはおおむね４０グラム以下、６

歳以上１２歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね

２０グラム以下、１歳以上６歳未満の幼児を対象とする場合に

あってはおおむね１０グラム以下、０歳の乳児を対象とする場

合にあってはおおむね５グラム以下のものをいう。）を用いてか

ん腸を施す場合を除く。  

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

 年    月    日   

 

 

 深谷市長  宛て  

 

所在地  

法人名  

事業所名  

代表者名  

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付申  

請書  

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金の交付を受けた

いので、下記のとおり申請します。  

また、深谷市の市税について、当法人に対する課税の有無及び

課税がある場合には納付状況を公簿などにより確認することに同

意します。  

 

記  

 

１  補助対象経費の額             円  

 

２  補助金交付申請額             円  

 

３  添付書類  

（１）  内訳書  

（２）  改修又は購入する備品の見積書  

（３）  改修施工前の写真、図面又は購入する備品のカタログ等  



様式第２号（第６条関係）  

 深障発第      号   

年    月    日   

 

 

        様  

 

深谷市長    印  

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付・不

交付決定通知書  

 

  年   月   日付けで申請のあった深谷市医療的ケア児者受入

設備整備事業補助金について、下記のとおり決定したので通知しま

す。  

  

記  

 

１  交付を適当と認める  

（１）  補助対象経費の額             円  

（２）  補助金交付決定額             円  

※  交付条件  

（１）  補助事業の内容を変更・中止・廃止しようとする場合は、市長の承認

を受けること。  

（２）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。  

 

２  却下  

（理由）  

 

 

 



様式第３号（第７条関係）  

 年    月    日   

 

 

 深谷市長  宛て  

 

所在地  

法人名  

事業所名  

代表者名  

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金実績報告書  

 

 年   月   日付け深障発第    号で交付決定通知のあった

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金の事業実績について、

次のとおり報告します。  

 

 

（添付書類）  

１  内訳書  

２  改修又は購入した備品の契約書又は領収書の写し  

３  改修施工前及び施工後の写真又は購入した備品を示す写真  

 

 



様式第４号（第７条関係）  

                       年   月   日  

  

 深谷市長   宛て  

 

             所在地  

             法人名  

             代表者名          

 

  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  

 

  年   月   日付け深障発第     号で交付決定を受けた

医療的ケア児者受入設備整備事業補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額については、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

１  施設の種類及び名称  

 

２  （例：補助金等の交付手続等に関する規則 (昭和４０年埼玉県規

則第１５号）第１４条）の規定による確定額  

                  金           円  

３  消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（返還相当額）  

                  金           円  

４  添付書類  

  ３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳を確

認するための書類（確定申告の写し、課税売上割合等が把握でき

る資料、特定収入の割合を確認できる資料）  

 



様式第５号（第８条関係）  

 深障発第      号   

年    月    日   

 

 

        様  

 

深谷市長    印  

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金確定通知書  

 

 

  年   月   日付けで実績報告のあった深谷市医療的ケア児者

受入設備整備事業補助金について、次のとおり確定したので通知し

ます。  

 

 

補助金交付確定額              円  

 

 



様式第６号（第９条関係）  

 

年    月    日   

 

 

 深谷市長  宛て  

 

所在地  

法人名  

事業所名  

代表者名         ㊞   

 

深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金請求書  

 

  年   月   日付け深障発第    号で補助金交付額の確定

を受けた深谷市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金について、

次のとおり請求します。  

 

１  補助金請求額               円  

 

２  振込先  

金融機関名  

銀 行 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

農業協同組合  

本店  

支店  

支所  

種目  普通・当座  口座番号   

口座名義人  

フリガナ  

 



所要額内訳書  

１  事業者及び事業所（種別）の名称  

 

２  事業所の所在地  

 

３  医療的ケア児者について  

No. 生年月日  入所年月日  手帳・等級  利用日数（週） 
医療的ケア

の内容  

例   H29.12.31 R4.4.1 身障 1 級  3 日  たんの吸引  

１       

２       

 

４  改修及び備品の明細  

改修箇所・

備品名  
用途  数量  単価  金額  可否  

      

合     計（補助対象経費）A  

補助基準額（医療的ケア児者の人数×２０万円）B  

補助金交付申請額（又は実績額）C（ A 又は B の少な

い方）  

 

※１  契約書又は領収書の写しを添付してください（実績報告時）。  

※２  施工前及び施工後の写真又は購入備品を示す写真を添付してくださ  

い（実績報告時）。  

※３  事業所が複数ある場合は事業所ごとに作成してください。  


